
 

一般国道２８号（本州四国連絡道路（神戸・鳴門ルート））等に関する協定の 
一部を変更する協定 
 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と本州四国連絡高速道路株式会社は、

高速道路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第６条第１項及び独立行政法人日本
高速道路保有・債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）第１３条第１項の規定
に基づき、平成１８年３月３１日付けで締結した「一般国道２８号（本州四国連絡道
路（神戸・鳴門ルート））等に関する協定」の一部を次のように変更する協定を締結
する。 



 

別紙７中、２（３）ヌ（イ）、同（３）ワ（イ）、同（３）カ（イ）、同（３）タ（イ）

及び同（３）ツ（イ）の、「休日」を「休日（平成２１年１２月２６日及び平成２１年１２

月２７日を除く。）」に改める。 

 

別紙７中、２（３）ヰを次のとおり改め、同クとする。 

 

ク 割引相互間の適用関係 

（イ） 障害者割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引又は

ＥＴＣ前納割引に限るものとし、障害者割引を適用した後の金額に対してこれら

の割引を適用する。 

（ロ） 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割引、休日

昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、西瀬戸自動車道連続利

用割引（Ⅰ）（Ⅱ）、路線バス割引、休日バス割引、平成２１年度お盆期間特別

割引（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）、平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）、

大口･多頻度割引、ＥＴＣ前納割引又はマイレージ割引の適用の順は次のとおりと

し、適用の同一順内の割引は重複適用しない。 

適用の順 割引の種類 

１ 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割

引、休日昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、西

瀬戸自動車道連続利用割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平成２１年度お盆期間特別

割引（Ⅰ）（Ⅲ）又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）（Ⅲ）

２ 路線バス割引、休日バス割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ）

又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅱ） 

３ 大口･多頻度割引、ＥＴＣ前納割引又はマイレージ割引 

（ハ） 一の通行が、平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深

夜割引、休日昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、平成２１

年度お盆期間特別割引（Ⅰ）（Ⅲ）又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）

（Ⅲ）のうち２以上の割引適用条件に該当する自動車の場合、各々の割引適用後

の通行料金が最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。 

（ニ） 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割引、平日

昼間割引、平日通勤割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅲ）又は平成２１年

度年末年始期間特別割引（Ⅲ）の適用後の額に、路線バス割引、休日バス割引、

平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ）又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅱ）

が適用される場合に、割引適用後の額に１円未満の端数が生じたときは、これを

切り上げ１円単位とする。 

 

別紙７中、２（３）ウを同オ、同ムを同ノに改める。 

 

別紙７中、２（３）ラの次に次のとおり加える。 

 

ム 平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ） 

（イ） 割引をする自動車 

本四道路全線の流入又は流出する料金所を通行するＥＴＣ車のうち軽自動車等

及び普通車。 

ただし、山陽自動車道又は高松自動車道から連続して通行する場合は、神戸淡

路鳴門自動車道又は瀬戸中央自動車道の流出する料金所を、午前０時から翌午前

１時までの間に通行するもの。 



 

 

（ロ） 割引率 

料金の割引率は、５０パーセントとする。 

ただし、１回の走行に係る割引適用後の通行料金の上限は１，０００円とする。 

（ハ） 実施期間 

平成２２年１月４日及び平成２２年１月５日とする。 

 

ウ 平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅱ） 

（イ） 割引をする自動車 

本四道路全線の流入又は流出する料金所を通行するＥＴＣ車（道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第３条の普通自動車のうち、人の運送の用に供す

る乗車定員１１人以上のものに限る。）のうち、道路運送法（昭和２６年法律第１

８３号）第４条第１項に規定する許可を受けて、同法第３条第１号イに掲げる一

般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該許可に係る通行をする自動車又は

同法第４条第１項に規定する許可を受けて同法第３条第１号ロに掲げる一般貸切

旅客自動車運送事業を経営する者が当該許可に係る通行をする自動車若しくは同

法第４条第１項及び同法第２１条第２号に規定する許可を受けて一般貸切旅客自

動車運送事業を経営する者が当該許可に係る通行をする自動車で、大口・多頻度

割引の適用に関する契約を東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又

は西日本高速道路株式会社のいずれかと締結した利用者の自動車（ただし、会社

が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための登録がなされている場

合に限る。）。 

ただし、山陽自動車道又は高松自動車道から連続して通行する場合は、神戸淡

路鳴門自動車道又は瀬戸中央自動車道の流出する料金所を、午前０時から翌午前

１時までの間に通行するもの。 

（ロ） 割引率 

料金の割引率は、３０パーセントとする。 

（ハ） 実施期間 

平成２２年１月４日及び平成２２年１月５日とする。 

 

ヰ 平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅲ） 

（イ） 割引をする自動車 

次の①から③に定める通行をするＥＴＣ車。 

① 神戸淡路鳴門自動車道 

ａ 次の(a)から(f)のいずれかの通行をし、かつ、流入又は流出するインターチ

ェンジの料金所を通行する。 

(a) （ニ）①に定めるインターチェンジから流入し、同③に定めるインター

チェンジを流出又は同③に定めるインターチェンジから流入し、同①に定

めるインターチェンジを流出。 

(b) （ニ）①に定めるインターチェンジから流入し、同②に定めるインター

チェンジを流出又は同②に定めるインターチェンジから流入し、同①に定

めるインターチェンジを流出。 

(c) （ニ）③に定めるインターチェンジから流入し、同②に定めるインター

チェンジを流出又は同②に定めるインターチェンジから流入し、同③に定

めるインターチェンジを流出（ただし、中型車、大型車及び特大車の(f)に

定める通行を除く。）。 



 

(d) （ニ）②に定めるインターチェンジから流入及び流出（ただし、中型車、

大型車及び特大車の(f)に定める通行を除く。）。 

(e) （ニ）①に定めるインターチェンジから流入及び流出又は同③に定める

インターチェンジから流入及び流出（ただし、中型車、大型車及び特大車

の(f)に定める通行を除く。）。 

(f) （ニ）②又は同③に定めるインターチェンジから流入し、淡路サービス

エリアを経由して同②又は同③に定めるインターチェンジを流出。 

ｂ 次の(a)から(d)のいずれかの通行をし、かつ、流出するインターチェンジ

の料金所を通行する。 

(a) 山陽自動車道から連続して通行し、（ニ）③に定めるインターチェンジ

を流出又は高松自動車道から連続して通行し、同①に定めるインターチェ

ンジを流出。 

(b) 山陽自動車道から連続して通行し、（ニ）②に定めるインターチェンジ

を流出又は高松自動車道から連続して通行し、同②に定めるインターチェ

ンジを流出（ただし、中型車、大型車及び特大車の(d)に定める通行を除

く。）。 

(c) 山陽自動車道から連続して通行し、（ニ）①に定めるインターチェンジ

を流出又は高松自動車道から連続して通行し、同③に定めるインターチェ

ンジを流出（ただし、中型車、大型車及び特大車の(d)に定める通行を除

く。）。 

(d) 高松自動車道から連続して通行し、淡路サービスエリアを経由して（ニ）

②又は同③に定めるインターチェンジを流出。 

② 瀬戸中央自動車道 

ａ 瀬戸中央自動車道の早島インターチェンジから坂出インターチェンジまで

の間のいずれかのインターチェンジから流入又は流出し、かつ流入又は流出

するインターチェンジの料金所を通行する。ただし、中型車、大型車及び特

大車の瀬戸中央自動車道の早島インターチェンジから児島インターチェンジ

までの間のいずれかのインターチェンジから流入し、与島パーキングエリア

を経由して児島インターチェンジから早島インターチェンジまでの間のいず

れかのインターチェンジから流出、又は坂出インターチェンジ若しくは坂出

北インターチェンジから流入し、与島パーキングエリアを経由して坂出北イ

ンターチェンジ若しくは坂出インターチェンジから流出する通行を除く。 

ｂ 山陽自動車道又は高松自動車道から連続して通行し、瀬戸中央自動車道の

早島インターチェンジから坂出インターチェンジまでの間のいずれかの流出

するインターチェンジの料金所を通行する。ただし、中型車、大型車及び特

大車の山陽自動車道から連続して通行し、与島パーキングエリアを経由して

瀬戸中央自動車道の児島インターチェンジから早島インターチェンジまでの

間のいずれかのインターチェンジから流出、又は高松自動車道から連続して

通行し、与島パーキングエリアを経由して坂出北インターチェンジ若しくは

坂出インターチェンジから流出する通行を除く。 

③ 西瀬戸自動車道 

西瀬戸自動車道の西瀬戸尾道インターチェンジから今治インターチェンジま

での間のいずれかのインターチェンジから流入又は流出し、かつ、流入又は流

出するインターチェンジの料金所を通行する。 



 

 

（ロ） 割引率 

① 次の通行をする場合、料金の割引率は、５０パーセントとする。 

ａ 午前０時から午前４時までの間の通行について（（イ）①ｂ及び同②ｂに定

める通行をする場合は、午前０時から午前５時までの間の通行について） 

ｂ 午前６時から午前９時までの間又は午後５時から午後８時までの間の通行

について（（イ）①ｂ及び同②ｂに定める通行をする場合は、午前６時から午

前１０時までの間又は午後５時から午後９時までの間の通行について） 

ただし、ａの通行の場合、（イ）①ａ(e)又は同ｂ(c)に定める通行をする場合

の通行区間と（イ）①ａ(b)、同ａ(c)、同ａ(f)、同ｂ(b)又は同ｂ(d)に定める通

行をする場合の神戸淡路鳴門自動車道の淡路インターチェンジから淡路島南イ

ンターチェンジまでの区間に該当しない通行区間について、料金の割引率は、

３０パーセントとする。 

② 次の通行をする場合、料金の割引率は、３０パーセントとする。 

ａ 午前４時から午前６時までの間又は午後１０時から午前０時までの間の通

行について（（イ）①ｂ及び同②ｂに定める通行をする場合は、午前４時から

午前７時までの間又は午後１０時から翌午前１時までの間の通行について） 

ｂ 午前９時から午後５時までの間又は午後８時から午後１０時まで間の通行

について（（イ）①ｂ及び同②ｂに定める通行をする場合は、午前９時から午

後６時までの間又は午後８時から午後１１時までの間の通行について） 

ただし、ａの通行の場合、（イ）①ａ(a)、同ａ(d)又は同ｂ(a)に定める通行を

する場合の通行区間と（イ）①ａ(b)、同ａ(c)、同ａ(f)、同ｂ(b)又は同ｂ(d)

に定める通行をする場合の神戸淡路鳴門自動車道の淡路インターチェンジから

淡路島南インターチェンジまでの区間について、料金の割引率は、５０パーセ

ントとする。 

なお、①又は②の何れの通行の場合においても、中型車、大型車及び特大車に

ついては、（イ）①ａ(f)又は同ｂ(d)に定める通行をする場合は、神戸淡路鳴門自

動車道の鳴門インターチェンジから淡路島南インターチェンジまでの区間を除

く。 

（ハ） 実施期間 

平成２１年１２月２６日及び平成２１年１２月２７日とする。 

（ニ） 神戸淡路鳴門自動車道の対象インターチェンジ 

① 神戸西インターチェンジから垂水インターチェンジまでの間の各インターチ

ェンジ。 

② 淡路インターチェンジから淡路島南インターチェンジまでの間の各インター

チェンジ。 

③ 鳴門北インターチェンジ及び鳴門インターチェンジ。 

 

別紙７中、３（３）ニを次のとおり改める。 

 

ニ 割引相互間の適用関係 

特別措置期間における割引相互間の適用関係に係る２の（３）のクの適用については、 

「 （イ） 障害者割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引又

はＥＴＣ前納割引に限るものとし、障害者割引を適用した後の金額に対してこ

れらの割引を適用する。 



 

（ロ） 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割引、休

日昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、西瀬戸自動車道連

続利用割引（Ⅰ）（Ⅱ）、路線バス割引、休日バス割引、平成２１年度お盆期

間特別割引（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）、平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）（Ⅱ）

（Ⅲ）、大口･多頻度割引、ＥＴＣ前納割引又はマイレージ割引の適用の順は次

のとおりとし、適用の同一順内の割引は重複適用しない。 

適用の順 割引の種類 

１ 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割

引、休日昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、西

瀬戸自動車道連続利用割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平成２１年度お盆期間特別

割引（Ⅰ）（Ⅲ）又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）（Ⅲ）

２ 路線バス割引、休日バス割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ）

又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅱ） 

３ 大口･多頻度割引、ＥＴＣ前納割引又はマイレージ割引 

（ハ） 一の通行が、平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日

深夜割引、休日昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、平成

２１年度お盆期間特別割引（Ⅰ）（Ⅲ）又は平成２１年度年末年始期間特別割

引（Ⅰ）（Ⅲ）のうち２以上の割引適用条件に該当する自動車の場合、各々の

割引適用後の通行料金が最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。 

（ニ） 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割引、平

日昼間割引、平日通勤割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅲ）又は平成２

１年度年末年始期間特別割引（Ⅲ）の適用後の額に、路線バス割引、休日バス

割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ）又は平成２１年度年末年始期間特

別割引（Ⅱ）が適用される場合に、割引適用後の額に１円未満の端数が生じた

ときは、これを切り上げ１円単位とする。 

」 

とあるのは、 

「 （イ） 障害者割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引、  

ＥＴＣ前納割引又はＥＴＣ特別割引に限るものとし、障害者割引を適用した後の

金額に対してこれらの割引を適用する。 

（ロ） 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割引、休日

昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、西瀬戸自動車道連続利

用割引（Ⅰ）（Ⅱ）、路線バス割引、休日バス割引、平成２１年度お盆期間特別

割引（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）、平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）、

大口・多頻度割引、ＥＴＣ前納割引又はマイレージ割引の適用の順は次のとおり

とし、適用の同一順内の割引は重複適用しない。 

適用の順 割引の種類 

１ 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割

引、休日昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、西

瀬戸自動車道連続利用割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平成２１年度お盆期間特別

割引（Ⅰ）（Ⅲ）又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）（Ⅲ）

２ 路線バス割引、休日バス割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ）

又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅱ） 

３ 大口・多頻度割引、ＥＴＣ前納割引又はマイレージ割引 

（ハ） ＥＴＣ特別割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、ＥＴＣ前納割引、

マイレージ割引、大口・多頻度割引、路線バス割引又は障害者割引に限るものと

し、ＥＴＣ特別割引を適用した後の金額（障害者割引を受ける自動車がＥＴＣ特

別割引を重複して受ける場合には、障害者割引を適用した後の金額にＥＴＣ特別



 

割引を適用した後の金額をいう。）に対してＥＴＣ前納割引、マイレージ割引、

大口・多頻度割引又は路線バス割引を適用し、西瀬戸自動車道連続利用割引（Ⅰ）

（Ⅱ）については本割引を適用した後の金額に対してＥＴＣ特別割引を適用する。 

なお、ＥＴＣ特別割引を適用した後の金額に対して、路線バス割引の割引率を

乗じて得た割引額に１円未満の端数が生じる場合は、割引額を１円単位に切り捨

てる。 

（ニ） 一の通行が、平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深

夜割引、休日昼間割引、休日終日割引、平日昼間割引、平日通勤割引、平成２１

年度お盆期間特別割引（Ⅰ）（Ⅲ）又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）

（Ⅲ）のうち２以上の割引適用条件に該当する自動車の場合、各々の割引適用後

の通行料金が最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。 

（ホ） 平日夜間割引（Ⅰ）（Ⅱ）、平日深夜割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日深夜割引、平

日昼間割引、平日通勤割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅲ）又は平成２

１年度年末年始期間特別割引（Ⅲ）の適用後の額に、路線バス割引、休日バス

割引、平成２１年度お盆期間特別割引（Ⅱ）又は平成２１年度年末年始期間特

別割引（Ⅱ）が適用される場合に、割引適用後の額に１円未満の端数が生じた

ときは、これを切り上げ１円単位とする。 

（ヘ） 障害者割引を受けることができる自動車が、平日夜間割引（Ⅱ）、平日深夜

割引（Ⅰ）（Ⅱ）、休日昼間割引、休日終日割引、平日通勤割引、平成２１年

度お盆期間特別割引（Ⅰ）（Ⅲ）又は平成２１年度年末年始期間特別割引（Ⅰ）

（Ⅲ）を受けようとする場合、各々の割引適用後の通行料金が最も低い額とな

る割引のみを当該自動車に適用する。 

」 

とする。 

 



 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を
保有する。 
 

平成２１年１２月 ２日 
 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 
理 事 長    勢 山    直 

 
 
 
 
 

本州四国連絡高速道路株式会社 

代表取締役社長  伊 藤  周 雄 

 

 


